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シ
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勧
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本
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史
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二
　
税
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形
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と
日
本
資
本
主
義

　
第
三
節
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序
　
章

藤
　
　
岡

純

　
本
稿
の
課
題
は
、
現
代
目
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
を
シ
ャ
ウ
プ
勧
告

と
の
係
り
で
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
企
業
税
制
に
っ
い
て
の
研
究
は

数
多
ぐ
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
諸
要
因
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
ま

だ
充
分
に
た
さ
れ
て
い
る
と
は
言
難
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
、
現
代

目
本
企
業
税
制
の
諾
要
因
を
解
明
す
る
た
め
の
一
つ
の
準
備
作
業
で
あ

る
。　

現
代
目
本
企
業
税
制
を
観
定
し
て
い
る
諸
要
因
の
第
一
は
、
具
体
的

た
日
本
資
本
主
義
の
発
展
で
あ
り
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
、
企
業
税
制

彩
態
が
一
定
の
変
化
・
発
展
を
遂
げ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
の
係
り
で
税
制
彩
態
の
変
化
を
考
察
す
る

方
法
は
、
部
分
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
の
中
に
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
目
本
資
本
主
義
の
全
体
像
の
中
で
税
制
移
態
の
変
化
を
考



察
し
ょ
う
と
す
る
試
み
は
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
と
言
っ
て
過
言
で

は
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
の
目
本
税
制
研
究
に
お
げ
る
主
要
な
方
法
は
、
国
際
比
較

に
よ
っ
て
目
本
税
制
の
特
徴
を
解
明
す
る
方
法
と
、
税
制
形
態
の
特
徴

を
不
公
平
税
制
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
す
る
方
法
に
大
別
さ
れ
る
と
思

わ
れ
る
。
国
際
比
較
に
。
よ
る
方
法
は
、
形
態
の
特
質
解
明
の
た
め
に
一

定
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
方
法
で
は
、
そ
の
形
態
を

規
定
し
て
い
る
諸
要
因
を
科
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
租
税
制
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
げ
る
資
本
主
義
発
展
の
特

徴
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
資
本
主
義
発
展
の
特
徴
に
基
づ
く

も
の
と
し
て
の
制
度
把
握
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
墾
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
租
税
論
が
目
本
資
本
主
義
論
の
一

角
と
し
て
の
租
税
論
た
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時

に
、
単
な
る
国
際
比
較
に
よ
る
方
法
で
は
、
先
進
資
本
主
義
国
に
共
通

の
租
税
現
象
を
そ
の
挽
定
要
因
ま
で
掘
り
下
げ
て
分
析
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
ゆ
え
に
、
現
代
資
本
主
義
論
の
一
角
と
し
て
の
租
税
論
た
り

え
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
現
代
日
本
企
業
税
制
を
不
公
平
税
制
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
方
法

は
、
税
制
研
究
に
お
い
て
重
要
な
課
題
を
含
ん
で
い
る
。
現
代
日
本
企

　
　
　
　
現
代
目
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
（
藤
岡
）

業
税
制
が
極
め
て
逆
進
的
な
税
制
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
諸
々

の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ

う
な
不
公
平
が
ど
の
よ
う
な
日
本
資
本
主
義
の
諸
条
件
の
中
で
彩
成
さ

れ
て
き
た
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
充
分
に
解
明
さ
れ
て

は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
の
解
明
は
、
不
公
平
税
制
を
是
正
す
る
た
め
の

諸
条
件
の
解
明
と
表
裏
一
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
極
め
て
重
要
な
課
題

と
一
言
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
目
本
資
本
主
義
の
発
展
に
規
定
さ
れ
た
企
業
税
制
彩
態

の
変
化
を
、
次
の
三
っ
の
観
点
、
す
な
わ
ち
、
主
力
工
業
構
成
の
変
化

・
独
占
資
本
集
団
の
集
中
二
「
高
度
成
長
」
か
ら
「
低
成
長
」
へ
の
転

換
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
三

っ
の
観
点
は
、
別
々
に
切
り
離
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
連
関
の
う
ち
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
観
点
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
た
一
定
の
結
論
は
、
企
業
税
制
彩

態
が
、
目
本
資
本
主
義
の
発
展
に
ょ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、

そ
の
形
態
が
す
で
に
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
中
に
端
緒
と
し
て
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
現
代
目
本
企
業
税
制
を
観
定
し
て
い
る
第
二
の
要
因
は
、
内
部
留
保

優
遇
を
認
め
た
法
人
擬
制
説
と
し
て
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
あ
る
。
シ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
（
七
七
一
）
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ウ
プ
勧
告
に
っ
い
て
の
研
究
は
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
歴

史
的
位
置
づ
げ
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
一
致
を
見
る
に
い
た
っ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
歴
史
的
位
置
づ
げ
に
っ
い
て
の
主

要
な
見
解
は
、
そ
の
後
の
税
制
の
変
化
を
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
崩
壊
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
見
解
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧

告
が
極
め
て
体
系
的
・
合
理
的
・
公
平
な
税
制
で
あ
る
と
い
う
認
識
を

基
礎
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
玩
代
日
本
企
業

税
制
を
規
定
し
て
い
る
と
す
る
筆
者
の
見
解
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
に

対
す
る
批
判
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
批
判
に
際
し
て
重
要
た
こ
と

は
、
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
の
主
観
的
意
図
に
か
か
わ
り
た
く
、
客
観
的
に

は
、
内
部
留
保
優
遇
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
体
系
性
・
公
平
・
合
理

性
が
「
勧
告
」
内
部
で
崩
壌
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
．

　
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
日
本
の
企
業
税
制
は
、
内
部

留
保
優
遇
を
認
め
た
法
人
擬
制
説
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
性
格
を
有
す

る
の
で
あ
る
が
、
目
本
資
本
主
義
の
発
展
に
っ
れ
て
、
そ
の
と
る
形
態

は
一
定
の
変
化
を
遂
げ
る
も
の
の
、
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮

特
需
期
・
「
高
度
成
長
」
期
・
「
低
成
長
」
期
の
現
代
に
い
た
る
ま
で
貫

ぬ
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彬
態
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、

低
税
率
と
「
近
代
会
計
理
論
」
お
よ
び
法
人
間
配
当
益
金
不
算
入
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
（
七
七
二
）

る
内
部
留
保
優
遇
の
措
置
は
、
端
緒
と
し
て
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
す
で
に

存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
措
置
が
目
本
資
本
主
義
の
発
展
に
規
定
さ

れ
て
、
拡
大
ま
た
は
一
定
の
縮
小
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
現
代
目
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
日
本
資
本
主

義
の
発
展
と
の
二
つ
に
限
ら
れ
る
わ
げ
で
は
た
く
、
一
定
の
税
収
の
確

保
、
あ
る
い
は
、
増
収
見
込
み
に
よ
る
減
税
と
い
う
側
面
を
含
む
こ
と

は
言
う
ま
で
も
た
い
。
し
か
し
、
増
収
の
必
要
あ
る
い
は
増
収
見
込
み

に
よ
る
減
税
も
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
諸
要
因
に
数
え
ら
れ
な
げ
れ
ぱ
な

　
　
（
３
）

ら
な
い
。

　
（
１
）
　
例
え
ぱ
、
谷
山
治
雄
著
『
租
税
政
策
論
』
一
九
六
九
年
発
行
、
和
田

　
　
　
八
束
著
『
現
代
租
税
論
』
一
九
七
〇
年
発
行
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
２
）
林
健
久
「
シ
ャ
ウ
ブ
勧
告
と
税
制
改
革
」
東
京
大
学
杜
会
科
学
研
究

　
　
　
所
編
『
戦
後
改
革
』
第
七
巻
、
一
九
七
四
年
発
行
、
所
収
。

　
　
　
　
佐
藤
進
「
法
人
税
原
理
の
変
遷
」
、
西
野
嘉
一
郎
・
宇
田
川
璋
仁
編

　
　
　
　
『
現
代
企
業
課
税
論
』
一
九
七
七
年
発
行
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
３
）
　
本
稿
は
日
本
財
政
学
会
第
三
十
四
回
大
会
（
一
九
七
七
年
一
〇
月
一

　
．
　
　
五
・
六
目
、
京
都
大
学
に
於
て
）
報
告
研
究
の
成
果
で
あ
る
。



第
一
章
　
現
代
日
本
企
業
税
制
と
日
本
資
本
主
義

第
一
節
時
期
区
分
と
企
業
減
税
の
諸
特
徴

　
現
代
日
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
の
第
一
は
、
目
本
資
本
主
義
の
発
展

で
あ
る
が
、
目
本
資
本
主
義
の
発
展
と
の
係
り
で
企
業
税
制
形
態
を
考

察
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
、
企
業
税
制
形
態
、
と
く
に
企
業
減
税
彬

態
に
っ
い
て
、
そ
の
変
化
と
特
徴
を
概
括
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
戦
後
日
本
の
企
業
減
税
の
変
遷
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
っ
て
基
本

構
造
が
確
立
さ
れ
て
以
降
、
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
分
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
第
一
は
朝
鮮
特
需
期
（
一
九
五
〇
～
一
九
五
四
）
で
あ
り
、
貸
倒

準
備
金
・
価
格
変
動
準
備
金
・
退
職
給
与
引
当
金
・
特
別
償
却
等
の
損

益
計
算
を
通
じ
る
減
税
が
大
き
く
導
入
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時

期
の
特
徴
は
、
何
よ
り
も
、
税
率
に
よ
る
減
税
で
は
な
く
、
損
益
計
算

を
通
じ
る
減
税
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
表
１
は
企
業

減
税
に
ょ
る
減
収
額
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
税
率
引
下
げ

に
ょ
る
減
収
は
一
九
五
五
年
以
降
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
そ
れ
に
よ

る
減
収
は
た
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
損
益
計
算
を
通
じ
る
企
業
減
税
は
、

一
九
五
四
年
で
四
五
二
億
円
に
達
し
て
い
る
。
表
ー
は
、
利
益
金
に
占

　
　
　
　
現
代
日
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
一
（
藤
岡
）

め
る
製
造
業
の
減
税
構
造
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
で
も
、

朝
鮮
特
需
期
に
お
け
る
特
徴
が
、
諸
引
当
金
に
よ
る
利
益
増
に
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
一
九
五
〇
～
五
四
年
の
諸
引
当
金
に
よ
る
利
益
増
は
一

四
二
億
円
（
す
べ
て
各
年
度
下
期
の
額
）
に
達
し
て
い
る
。

．
第
二
の
時
期
は
、
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
六
九
年
の
一
五
年
問
で
あ

り
、
「
高
度
成
長
」
期
と
乎
ぼ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

配
当
軽
課
措
置
を
含
む
税
率
引
下
げ
に
ょ
る
企
業
減
税
と
、
耐
用
年
数

改
訂
を
中
心
と
す
る
減
価
償
却
に
、
企
業
減
税
の
重
点
が
置
か
れ
て
い

る
。
法
人
税
率
は
、
一
九
五
四
年
に
四
二
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九

五
五
年
に
四
〇
％
、
一
九
五
八
年
に
三
八
％
、
六
五
年
に
三
七
劣
、
六

六
年
に
三
五
％
（
規
模
別
軽
課
税
率
を
除
く
）
と
漸
次
引
下
げ
ら
れ
て
い

る
。
法
人
税
率
に
よ
る
減
収
額
は
表
１
に
よ
る
と
一
九
六
九
年
に
１
は
四

〇
一
七
億
円
に
達
し
、
特
別
措
置
企
業
減
税
額
合
計
を
は
る
か
に
上
回

っ
て
い
る
。
配
当
軽
課
に
よ
る
減
税
措
置
は
一
九
六
一
年
に
設
げ
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
年
に
は
支
払
配
当
に
対
す
る
税
率
は
二
八
劣
に

引
下
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
一
九
六
四
年
に
は
二
六
％
に
ま
で
引
下
げ
ら
れ

て
い
る
。
配
当
軽
課
に
よ
る
減
収
額
は
表
１
で
は
充
分
に
表
れ
て
い
な

い
が
、
多
額
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
表
ー
で
は
、
各
減
税
項
目
の

比
重
が
明
確
に
た
っ
て
い
る
が
、
配
当
軽
課
措
置
を
含
む
税
率
引
下
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
（
七
七
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
五
号
）

耕
－
　
薄

貢
蟻

ｅ
　
静

嚇

六
二
（
七
七
四
）

（
粛
田
）

聾
謹
蟷
皿

舟
　
涛

醇
栂
望
↓
ミ
戸
片
か
灘
芦

囹
　
　
雌
　
　
繭
　
　
謝

　
今
　
　
　
　
　
　
睾

鳩
　
塑
　
犠
　
轟
　
紛

宙
蒔
燐
轡
様
轟
紛

厳
銀
一
諺
巾
望
雌
紛

馨
庄
軍
萌
ｅ
本
雪
蒔
罪

勢
庄
壁
遠
虚
皆

蔚
車
斗
鮪
謡
苗
撚
轟
齢

巾
陶
さ
醸
薄
維
津
ｑ
脚
糊

藩
薄
維
ｅ
茸
雪
泳
巷

脚
糊
藩
薄
蟻
ｅ
舞
＞
彊
謹

ｅ
津
醇

蛾
誰
脚
糊
曹
蹄
票
萌
ｅ
津

謹嫡
材
議
島
ｅ
畑
Ｈ

理
竪
軍
涛
螂
ｅ
謹
鐘
樽
薪

蒸
望
蕗
醐
帝
糠
灘
醇
昨
睾

彊
　
醇
　
繊
　
ヰ
　
紛

引
詳
さ
嚇
囲
挙
誼
鞠
畿
詳

嫡
声
翁
か
囲
謹
繊
牟
紛

軍
誼
舟
灘
　
黒
　
宵

糊
淘
国
峠
飲
紛
メ
拙
＞
丙

片
か
津
謹

お
ｇ

蜆蜆

Ｈ
Ｏ

胃
蜆

－
Ｈ

ト

Ｎ
０

ト
Ｎ

竃
Ｎ
０

０
０

ト
ｏ

ｏ
ｏ
ｏ

旨

ト
◎

曽
ｏ
ｏ

８

留
ｏ
ｏ
ｏ

－
８

ｏ
ｏ
ｏ

ト
ベ

仁
０

Ｎ
Ｏ

ト
蜆

魯
り

伽
ト

ｃ
ｏ
◎

－
８

－
８

き蟹

Ｎ
０

８

竃
Ｎ

蟹
８８

ｏ
ｏ
ｏ

－
８

嵩
Ｏ

ｏ
ｏ
切

Ｎ
０

８

○
蜆

異
ｏ
ｏべ

蜆

蜆
ｏ５

◎
冨
ｏ

ち
ｏ

旨
◎Ｎ

０
仁
蜆

Ｎ
閉

蟹

ｏ
◎

伽
昌

伽
べ－

ｏ
ｏ
Ｎ

－
ｏ
０
Ｎ

○
岬

ｏ
ｏ
０

Ｎ
０

べ
閉

ｏ
ｏ
ｏ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｎ
Ｏ

畠
ｏ

Ｈ
ｏ
ｏ
蜆

留
ｏ
ｏ
Ｎ
仰

ｏ
ｏ
Ｎ
蜆

ざ呂

杜
ｏ

Ｈ
旨

○
岬

ｏ
ｏ
岬

ｏ
ｏ
ｏ

害
べ

冨
ｏ
ｏ

蜆
りト

旨
仁
旨

旨
ｃ
ｎ

－
－
〕

５
ｏ

岩
ｏＯ

Ｏ
蜆
Ｏ

ト
閉

ベ
ミ

崖
ｏ

ｏ
ｏ８

ト
８
ト－

雷

崖
ＯＨ

雷
－
岩

－
８

８

仁
“

８
ｏ
ｏ－

胃

曾

　
お
ｏ

　
ｏ
ｏ
ｇ

ピ
Ｈ
お

崖
岬－

岩
Ｎ
錦

－
昌

８漫ｇ

○
岬
Ｏ

Ｎ
震

ｏ
ｏ
ｓ

０
Ｎ

　
ｏ
ｏ
ミ

　
ト
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

ピ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

Ｈ
ｏ
ｏ
ｏ

冨
０

５
ｏ－

旨

ｏ
ｏ
ｏ

８

Ｈ
ｏ
ｏ

ピ
ｏ
畠

ｏ
ｏ
お

３

　
８
ｏ
ｏ

　
竃
Ｎ

ピ
お
ｏ

畠
◎ト

ｏ
Ｈ
旨

ｓ
切ｏ

◎

８

－
ｏ
ｏ

ｏ
ｏ
ｏ
り

Ｎ
べ

崔

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
べ

震

ピ
ー
冒

　
ざ
ｏ
ｏ

ピ
０
０
量

Ｎ
閉

－
ミ

ー
宝

り
べ

窃

　
べ

ｏ
ｏ
ミ

怜
ト

Ｎ
Ｎ

昌
一

お
ｏ
ｏ

雷

ピ
寄
ｏ
ｏ

ｇ

－
缶

嵩
Ｏ

－
Ｈ
ｏ

閉
り

ｃ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

胃

Ｎ
０

畠
ｃ
ｏ

８

ド
０
３Ｏ

Ｏ

岩
ｏべ

り

８

ト
ト

８

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

岩
蜆

ｏ
ｏ
ｏ

岩
Ｏト

事

○
べ

ド
曾
ｏ

旨
Ｏ－

雷
○
岬

－
ｓ

ト
Ｎ

ト
蜆

ｏ
ｏ
轟

ｏ
ｏ
Ｎ

昌

蟹
一

８

ｏ
〇
一
易
ト

お

Ｎ
竃

Ｏ
Ｏ
Ｏ

－
ｏ
ｏ
－

ｏ
ｏ
べ

嵩
ト○

覇

蜆
ｏ
ｏ

ト
ｏ
ｏ

８
ｏ
ｏ

８

卜
Ｏ
筍

５

ｏ
ｏ
竃

Ｈ
Ｏ
Ｈ

５
べ

　
伽
蜆

　
一
畠

ピ
ー
漫

　
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

　
○
閉

ｏ
ｏ
お

べ
ｏ

ｏ
ｏ
ら
雪

８

震
ｏ
ｏ

岩
０

Ｎ
ｏ
ｏ
Ｎ

　
お
Ｏ

ピ
３
ｃ
ｏ

　
違

　
べ
ｏ
ｏ

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

（
暗
）

嚢
里
尋
真
轟
姦
嚢
鼻
土
〔
「
鼻
弩
汀
一
費
費
義
一
義
一
Ｘ
序
篤
隅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝋
＞
醇
樹

　
罰
雌
繭
璃
戸
片
か
郵
漬
麗
一
汁
　
聾
謹
蟄
蛛
ル
『
「
与
感
司
赫
ｑ
～
サ
営
囲
ｅ
津
ル
一
繭
軍
ｅ
鱗
爾
声
智
鼻
叫
か
嚥
材
書
膏
商
謹
謹
瞬
ｅ
駄
Ｇ
斗
」
汽
ｏ
ラ
ベ
ｅ
蛸
丑
津
ｑ
小
ｅ
蝋
鱗
ｅ

｝
輔
～
蘭
宙
ｅ
誰
温
』
誼
首
。
。
り
舟
Ｓ
辛
Ｏ
．
－
。
。
べ
片
Ｏ
節
灘
。
竈
首
昌
舟
逗
轟
冨
メ
温
。

　
静
謹
諒
雪
鵡
醜
戸
片
か
蝪
湿
望
爵
漬
購
一
叫
菖
巾
前
静
誼
『
囲
方
帝
牒
誰
謹
津
酋
』
牟
測
鳩
挙
片
Ｇ
剤
錯
。

　
囲
謹
飾
茸
紛
訂
『
津
津
紛
勢
欝
埣
出
錨
』
－
署
巾
〇
一
ミ
ー
ａ
津
ｑ
Ｎ
畠
¢
ｐ
ｏ
ｏ
、
胃
片
◎
節
灘
ｏ



糊
碧
罰
雌
餅
紛
メ
繍
＞
声
汁
か
淳
謹
一
汁
『
囲
巽
平
欝
単
舟
麹
蝸
』
枕
汁
ｑ
『
謹
鵠
欝
睾
嘗
四
串
汁
畔
＞
帝
鴻
ｅ
滞
賠
』
ト
Ｇ
節
欝
。

戸
亀
決
餅
瀞
Ｇ
汁
ぴ
ｅ
ｄ
駄
小
。
芦
ぎ
岩
蜆
ｏ
舟
一
胃
歩
竈
市
震
肯
一
寓
舟
可
刊
温
。

撃
註
舟
蝉
黒
讐
〔
片
か
爵
芦
頁
『
津
津
紛
蟄
欝
睾
泣
難
』
之
◎
．
旨
９
５
９
－
虐
片
◎
。

向
「
一
〔
ｅ
簿
柵
可
糊
碧
團
雌
獣
齢
メ
紳
＞
鐘

）％冊傭成構の税減るげおに業造製１表
７
４

～
７
０

６
９

～
６
５

６
４

～
６
０

５
９

～
５
５

一
５
４

５
０
１
９

１
９

（
ｏ
　
　
ｎ
６
　
　
　
ｏ
ｏ
　
　
　
３

８
　
　
　
１
１
　
　
　
Ｆ
ｏ
　
　
　
４

３
　
　
　
０
　
　
　
（
ｏ
　
　
　
５

３
　
　
３
　
　
　
４

５

０
　
　
　
４

（
Ｏ
　
　
　
ｏ
０

４
　
　
　
Ｆ
ｏ

＾
ソ
一
　
　
　
１
■

３３１５３

０９３２

０４４２

００９

９５２１

９０１

９６２６１

１２０１

８２７

）４４（

８７２

０６４

７４５６

４８１

９２１

６
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２４１

額
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税
る

減
よ

十
に

金
げ

益
下

利
引

る
　
る
　
益

よ
　
よ
　
利

に
　
　
こ
　
　
る

訂
　
却
　
よ

改
　
償
　
に

数
　
価
　
金

年
増
減
増
当

常
率
増
用
益
別
益
引

経
税
益
耐
利
特
利
諸
増

よに税無ムア
増

ミ
益

｝
利

フ
る

６

５
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７
８
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ｏ
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２
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２
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０
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５

４
一

額
利

税
る

減
よ

十
に

金
げ

益
下

利
引

る
　
る
　
益

よ
　
よ
　
利

に
　
　
に
　
　
る

訂
　
却
　
よ

改
　
償
　
に

数
　
価
　
金

年
増
減
増
当

常
率
増
用
益
別
益
引

経
税
益
耐
利
特
利
諸
増

よに税無ム
ア
増

ミ
益

り
利

フ
る

期
当
工
－
増
金
れ
て
額
４
２

下
　
　
配
　
と
１
：
却
　
備
さ
　
じ
加
　
に

て
　
　
　
　
備
３
・
償
　
準
載
　
乗
増
　
額

べ
　
率
設
，
価
び
記
を
の
減

す
。
鳩
徽
鶴
訪
鴛
鱗

徹
溢
鷺
碑
諜
警
雌

が
　
算
Ｘ
　
お
９
６
る
　
引
１
９
　
減
金
　
金

者
　
計
金
　
に
Ｇ
よ
　
却
，
　
増
当
　
備

筆
　
て
当
　
額
１
に
　
償
し
　
の
引
　
準

二
搬
驚
雛
撹
燃

析
　
よ
片
　
減
）
年
　
特
し
　
諸
特
　
額

分
の
率
　
，
３
年
用
　
・
出
期
・
加

帥
簑
鷲
ズ
讐
薫
鱗

難
歎
瀦
謝
驚
篤
砺

腔
霧
蝸
－
算
鴛
縦
驚
。
は

鴛
舳
）
驚
灘
窯
漂

済
あ
下
益
率
数
比
　
％
価
加
　
金
。
い
ア
て

簑
鶉
鱗
鴛
騰
鱗
島
伐
纂

三
数
税
当
軽
耐
建
９
６
額
特
各
い
諸
出
差
プ
を

　
の
　
　
　
　
場
Ｇ
加
　
の
て
　
算
を
　
％

）
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
）

１
　
　
　
２
　
　
　
　
　
３
　
　
　
　
　
　
　
４
　
　
　
　
　
５
　
　
　
　
　
６

）注（

に
ょ
る
利
益
増
は
、

一
九
五
五
～
五
九
年
に
は
二
・
八
％
、
一
九
六
〇

～
六
四
年
に
六
・
三
％
、
六
五
～
六
九
年
に
六
・
八
％
と
、
全
体
と
し

て
最
も
高
く
、
　
「
高
度
成
長
」
期
に
お
げ
る
主
た
る
減
税
方
法
で
あ
っ

現
代
日
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
（
藤
岡
）

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

諸
引
当
金
に
よ
る
利
益
増
は
、

朝
鮮
特
需
期
に
は
、
最
も
大
き
な
減
税
方
法
で
あ
っ
た
が
、
　
「
高
度
成

長
」
期
に
は
比
重
は
大
き
く
増
加
せ
ず
、
む
し
ろ
減
少
傾
向
を
示
し
て

六
三
（
七
七
五
）
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い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
諸
引
当
金
が
縮
小
さ
れ
る
一
方
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諾
引
当
金
は
、
一
九
五
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
（
３
）

～
八
年
の
一
定
の
整
理
縮
小
の
後
に
は
、
量
的
に
は
増
大
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
の
増
大
を
上
回
っ
て
、
税
率
引
下
げ
に
よ
る
減
税
措
置
が

強
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

　
耐
用
年
数
の
改
訂
は
、
一
九
六
一
年
に
機
械
設
備
に
つ
い
て
二
〇
劣

短
縮
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
一
九
六
四
年
に
同
じ
く
一
五
％
、
さ
ら
に

一
九
六
六
年
に
は
建
物
の
耐
用
年
数
が
一
五
劣
短
縮
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
年
に
お
げ
る
耐
用
年
数
改
訂
に
よ
る
滅
収
額
は
表
１
の
通
り
で
あ

る
が
、
税
率
の
場
合
と
同
様
に
、
改
訂
の
年
度
に
の
み
減
収
が
生
じ
る

の
で
は
な
く
、
改
訂
後
各
年
に
わ
た
っ
て
同
じ
割
合
で
減
税
が
行
わ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
計
算
す
る
と
、
表
皿
の
よ

う
に
、
一
九
六
五
～
六
九
年
に
は
、
税
率
引
下
げ
に
よ
る
利
益
増
と
並

ん
で
最
も
大
き
な
減
税
方
法
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
朝
鮮
特
需
期
と
「
高
度
成
長
」
期
を
通
じ
て
法
人
の
受
取
配

当
益
金
不
算
入
に
よ
る
減
収
が
、
常
に
一
定
割
合
で
推
移
し
て
い
る
。

　
第
三
の
時
期
は
、
一
九
七
〇
年
以
降
の
「
低
成
長
」
と
言
わ
れ
る
局

面
で
あ
る
が
、
こ
の
期
の
企
業
減
税
の
特
徴
は
、
税
率
の
一
定
の
引
上

げ
に
よ
る
税
率
を
通
じ
る
企
業
滅
税
割
合
の
低
下
と
、
損
益
計
算
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
（
七
七
六
）

じ
る
減
税
方
法
の
比
重
の
顕
著
た
増
大
で
あ
る
。
表
皿
に
よ
る
と
、
税

率
引
下
げ
に
よ
る
利
益
増
は
、
六
・
八
劣
か
ら
五
・
六
％
へ
低
下
し
、

諸
引
当
金
に
よ
る
利
益
増
は
三
・
六
％
か
ら
四
・
六
劣
へ
と
増
大
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
た
時
期
区
分
と
そ
の
時
期
の
企
業
減
税
の
諸
特
徴
は
、

目
本
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
っ
て
観
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
次
に
、
現
代
目
本
企
業
税
制
と
目
本
資
本
主
義
と
の
関
係
を
解

明
し
た
げ
れ
ぽ
恋
ら
た
い
。

　
（
１
）
　
配
当
軽
課
措
置
は
株
式
資
本
の
充
実
を
図
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も

　
　
　
の
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
必
ず
し
も
達
成
さ
れ
て
は
い
た
い
。
た
ぜ

　
　
　
な
ら
、
支
払
配
当
部
分
に
対
す
る
税
率
を
三
八
％
か
ら
二
八
％
へ
、
約

　
　
　
七
五
％
圧
縮
し
た
分
だ
げ
、
配
当
控
除
率
を
二
〇
劣
か
ら
一
五
％
に
、

　
　
　
そ
し
て
受
取
配
当
の
益
金
不
算
入
の
割
合
を
一
〇
〇
％
か
ら
七
五
％
に

　
　
　
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
支
払
会
杜
に
有
利
な
分
だ
け
配
当
を

　
　
　
受
け
と
る
法
人
お
よ
び
個
人
の
投
資
家
に
は
不
利
と
た
っ
た
か
ら
で
あ

　
　
　
る
。
こ
の
措
置
は
、
株
式
資
本
の
充
実
の
た
め
の
措
置
に
は
た
ら
た
か

　
　
　
っ
た
が
、
企
業
に
と
っ
て
、
税
率
引
下
げ
に
よ
る
内
部
留
保
充
実
と
し

　
　
　
て
の
意
義
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
２
）
　
「
そ
の
（
租
税
特
別
措
置
　
　
筆
者
）
整
理
合
理
化
が
進
め
ら
れ
て

　
　
　
き
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
そ
の
時
々
の
経
済
的
要
請
に
応
ず
る
新
規
措

　
　
　
置
の
創
設
が
行
わ
れ
て
い
る
。
」
（
税
制
調
査
会
『
「
今
後
に
お
け
る
わ

　
　
　
が
国
の
杜
会
、
経
済
の
進
展
に
即
応
す
る
基
本
的
な
租
税
制
度
の
あ
り



（
３
）

方
」
に
つ
い
て
の
答
申
及
び
そ
の
審
議
の
内
容
と
経
過
の
説
明
』
一
九

六
四
年
一
二
月
発
行
、
二
〇
七
ぺ
ー
ジ
）
。

　
一
九
六
〇
～
六
四
年
の
時
期
か
ら
一
九
六
五
～
六
九
年
の
時
期
へ
の

諸
引
当
金
に
。
よ
る
利
益
増
の
比
重
の
増
大
は
、
一
九
六
四
年
の
貸
倒
引

当
金
と
退
職
給
与
引
当
金
の
本
税
へ
の
組
み
入
れ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
と
思
わ
れ
る
。
特
別
減
税
と
一
般
減
税
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
こ

の
本
税
へ
の
組
み
入
れ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
研
究
と
し
て
和
田
八
束

氏
の
「
租
税
特
別
措
置
の
彬
成
と
展
開
過
程
」
、
前
掲
『
現
代
租
税
論
』

が
あ
げ
ら
れ
る
。

第
二
節
　
企
業
減
税
と
日
本
資
本
主
義

　
朝
鮮
特
需
期
か
ら
「
高
度
成
長
」
期
を
経
て
「
低
成
長
」
期
へ
い
た
る
ま

で
の
企
業
減
税
形
態
の
変
化
が
、
い
か
な
る
目
本
資
本
主
義
の
発
展
に

よ
っ
て
観
定
さ
れ
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
節
の
課
題
で
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
特
需
期
に
お
い
て
は
、
税
率
に
よ
る

滅
税
よ
り
も
損
益
計
算
を
通
じ
る
減
税
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
高
度
成
長
期
に
は
、
税
率
引
下
げ
が
主
た
る
減
税
方
法

で
あ
り
、
諸
引
当
金
等
は
、
増
大
し
て
い
る
も
の
の
構
成
比
で
は
税
率

に
よ
る
減
税
に
１
及
ぱ
た
い
。
ま
た
耐
用
年
数
改
訂
に
よ
る
利
益
増
が
特

に
一
九
六
五
～
六
九
年
に
。
増
大
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
特
需
期

か
ら
「
高
度
成
長
」
期
へ
の
減
税
彩
態
の
変
化
は
、
何
よ
り
も
、
両
時

　
　
　
　
現
代
日
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
（
藤
岡
）

期
の
主
力
工
業
構
成
の
相
違
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
「
高
度
成
長
期
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
す
ぐ
れ
て
鉄
鋼
・
石
油

化
学
・
機
械
工
業
等
の
素
材
重
化
学
工
業
独
占
と
組
立
型
工
業
独
占
の

強
蓄
積
の
過
程
で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
特
需
期
に
は
、
そ
れ
ら
の
重
化
学

工
業
資
本
が
強
蓄
積
を
遂
げ
る
段
階
に
は
い
ま
だ
至
っ
て
お
ら
ず
、
繊

維
工
業
等
の
非
重
工
業
中
心
の
蓄
積
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
利
益
額

に
つ
い
て
み
る
と
、
表
皿
の
よ
う
に
、
一
九
五
〇
～
五
四
年
の
時
期
に

は
、
経
常
利
益
金
の
合
計
額
が
繊
維
工
業
で
八
一
〇
億
円
、
製
造
業
全

体
の
二
六
・
七
％
を
占
め
て
お
り
、
最
も
利
益
額
が
高
か
っ
た
と
言
え

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鉄
鋼
業
で
は
二
九
〇
億
円
で
九
・
五
％
に
。
す
ぎ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
五
～
五
九
年
の
時
期
に
は
、
鉄
鋼
業
に

お
げ
る
利
益
額
が
一
〇
六
四
億
円
、
全
体
の
一
七
・
二
劣
で
最
も
高
く
、

次
い
で
輸
送
用
機
械
工
業
が
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
〇
～
六
四

年
、
六
五
～
六
九
年
の
い
ず
れ
の
時
期
に
も
輸
送
用
機
械
工
業
と
鉄
鋼

業
の
比
重
が
高
く
、
繊
維
工
業
は
最
も
利
益
額
の
低
い
工
業
の
一
つ
に

た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
両
時
期
に
は
、
主
力
工
業
構
成
に
お
い
て
大
き
た
差

異
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
政
策
の
中
心
は
い
ず
れ
の
時
期
に
１
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
（
七
七
七
）
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菱
成

ご
作

　
が）注（

て
も
重
工
業
な
い
し
は
重
化
学
工
業
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
戦
後
日
本
資
本
主
義
は
、
朝
鮮
特
需
期
を
契
機
と
し
て
著
し
く
発
展

し
、
鉱
工
業
生
産
は
一
九
五
五
年
に
戦
前
・
戦
中
を
通
じ
る
最
高
水
準

を
突
破
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
期
の
資
本
蓄
積
は
、
全
体

と
し
て
、
、
繊
維
工
業
等
の
非
重
工
業
部
門
中
心
で
あ
っ
て
、
重
工
業
部

門
で
は
、
財
政
・
金
融
等
の
政
府
の
政
策
の
も
と
に
独
占
形
成
が
行
わ

れ
、
一
九
五
五
年
以
降
の
本
格
的
な
重
化
学
工
業
資
本
の
強
蓄
積
の
た

対
し
て
、
よ
り
多
く
の
減
税
を
行
う
た
め
に
は
、

利
益
額
の
高
い
工
業
に
相
対
的
に
高
い
減
税
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

課
税
所
得
算
定
機
構
を
通
じ
る
減
税
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
重
工
業
に
お
げ
る
実
質
的
利
益
金
の
損
金
算
入
率
を

他
の
産
業
に
比
し
て
よ
り
高
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
の

重
工
業
に
お
げ
る
減
税
割
合
を
高
め
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
、
こ
の
時

期
に
損
益
計
算
を
通
じ
る
減
税
に
重
点
が
置
か
れ
た
こ
と
の
理
由
で
あ

　
　
　
　
　
六
六
（
七
七
八
）

め
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
朝
鮮
特
需
期
に
お
げ
る
目
本
開
発
銀
行
に
よ
る
四

大
重
点
産
業
投
資
は
、
電
力
・
海
運
・
鉄
鋼
・
石
炭

を
あ
わ
せ
る
と
、
一
九
五
一
年
度
に
は
一
三
八
億
円

・
五
二
年
度
二
九
八
億
円
・
五
三
年
度
七
三
七
億
円

に
達
し
、
同
銀
行
に
よ
る
総
産
業
投
資
の
そ
れ
ぞ
れ

六
七
・
四
劣
、
六
九
・
八
％
、
八
八
・
七
％
を
構
成

　
　
　
　
　
　
（
１
）

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
企
業
減
税
は
こ
の
よ
う
な
財
政
金
融
政
策
の
一
環

と
し
て
行
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
滅
税
の
重
点
は
重
工

業
資
本
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
特
需
期
に
お

。
い
て
、
利
益
額
が
相
対
的
に
低
位
な
重
工
業
資
本
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
税
率
に
よ
る
減
税
は
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実
質
的
利
益
金
の
損
金
算
入
率
が
繊
維
工
業
よ
り
も
鉄
鋼
業
の
方
が
著

　
表
ｖ
は
鉄
鋼
業
と
繊
維
工
業
に
お
げ
る
企
業
減
税
額
の
推
移
を
示
し
　
　
し
く
高
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

て
い
る
が
、
一
九
五
〇
～
五
四
年
に
は
、
利
益
額
は
鉄
鋼
業
に
お
い
て
　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
朝
鮮
特
需
期
に
お
い
て
は
、
重
点
工
業
で
あ
る
重
工

三
二
億
〔
繊
維
工
業
に
お
い
て
八
町
七
億
円
と
後
者
の
方
が
多
額
業
の
利
益
額
が
低
い
が
ゆ
え
に
・
損
益
計
算
を
通
じ
る
減
税
に
よ
一
て
・

に
の
ぼ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
諸
引
当
金
に
よ
る
利
益
増
の
利
盗
金
　
　
重
工
業
に
対
し
て
高
い
減
税
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
「
高
度
成
長
」

に
占
め
る
割
合
は
、
鉄
鋼
業
六
．
八
％
、
繊
維
工
業
四
・
四
劣
と
前
者
　
　
期
に
は
、
重
化
学
工
業
資
本
そ
の
も
の
が
高
利
潤
の
体
制
を
彩
成
し
て

の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
静
特
別
措
置
に
よ
る
　
　
い
る
の
で
、
税
率
引
下
げ
に
よ
っ
て
、
重
化
学
工
業
資
本
に
対
し
て
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
射
一
＜
　
繁
竃
糖
～
欝
議
Ｈ
糠
行
折
９
小
吟
癖
薄
諒
◎
講
舜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
的
に
多
額
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繋
　
畿
　
淋
　
　
　
　
　
　
難
議
Ｈ
牒
　
（
轟
ヨ
“
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
減
税
を
行
う
こ

（
時
）

除
Ｈ
□
声
画
Ｇ
。

現
代
日
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
（
藤
岡
）

六
七
（
七
七
九
）

と
が
可
能
と
た

っ
た
の
で
あ
る
。

　
表
Ｍ
に
よ
る

と
、
一
九
五
五

年
か
ら
一
九
六

九
年
ま
で
、
全

体
と
し
て
の
減

税
額
の
割
合
は

鉄
鋼
業
の
方
が

わ
ず
か
に
高
い



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
五
号
）

が
大
き
た
差
異
は
な
く
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
利
益
額
そ
の
も
の
が

鉄
鋼
業
に
お
い
て
巨
額
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
減
税
の
額
そ
の

も
の
は
、
鉄
鋼
業
の
方
が
著
し
く
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
重
化
学
工
業
資
本
の
高
利
潤
の
体
制
が
移
成
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
同
じ
税
率
引
下
げ
で
も
、
重
化
学
工
業
資
本
に
相
対
的
に
大

き
た
減
税
と
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
．
素
材
重
化

学
工
業
資
本
に
お
げ
る
巨
大
装
置
体
系
の
存
在
は
、
耐
用
年
数
改
訂
に

よ
る
素
材
重
化
学
工
業
資
本
に
対
す
る
減
税
を
著
し
い
も
の
と
し
た
。

　
朝
鮮
特
需
期
か
ら
「
高
度
成
長
」
期
へ
の
重
化
学
工
業
資
本
中
心
の

企
業
減
税
は
、
利
益
の
資
本
へ
の
再
転
化
、
と
り
わ
げ
、
巨
大
な
固
定

資
本
へ
の
再
転
化
に
お
い
て
大
き
た
意
義
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

　
朝
鮮
特
需
期
か
ら
「
高
度
成
長
」
期
へ
の
企
業
減
税
形
態
の
変
化
は
、

重
化
学
工
業
資
本
の
蓄
積
段
階
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
重
化
学
工
業
資
本
の
強
蓄
積
の
過
程
は
、
同
時
に
独
占
資
本
集
団

の
集
中
の
過
程
で
あ
り
、
受
取
配
当
益
金
不
算
入
の
措
置
は
、
そ
の
独

占
資
本
集
団
の
集
中
を
促
進
す
る
一
つ
の
積
粁
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
鉄
鋼
・
石
油
化
学
等
の
重
化
学
工
業
独
占
は
、
巨
大
な
固
定
資
本
を

有
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
強
蓄
積
と
産
業
構
造
の
高
度
化
は
、
巨
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
（
七
八
○
）

固
定
資
本
投
資
を
核
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
資
本
規
模
の
巨
大
化
を

必
然
的
に
す
る
。
戦
後
日
本
に
お
い
て
は
、
問
接
金
融
方
式
が
優
位
を

占
め
、
金
融
機
関
借
入
等
の
他
人
資
本
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
が
、

他
人
資
本
の
割
合
の
高
さ
そ
の
も
の
は
、
一
定
の
自
已
資
本
の
高
さ
を

前
提
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
な
く
し
て
他
人
資
本
比
率
の
増
大

は
あ
り
え
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
資
本
規
模
の
巨
大
化
は
、
株
式
発
行

が
株
主
割
当
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
の
株
主
割
当
が
法
人
問
を
中
心
と
し

て
行
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
法
人
問
の
株
式
持
合
比
率
の
増
大
と
し
て
あ

ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
表
Ｖ
は
所
有
者
別
株
式
分
布
状
況
で
あ
る
が
、
一
九
五
〇
年
か
ら
一

九
七
〇
年
に
い
た
る
ま
で
、
一
貫
し
て
法
人
の
持
株
比
率
が
増
大
し
、

特
に
金
融
機
関
を
通
じ
る
持
株
比
率
が
増
大
し
て
い
る
。
こ
の
法
人
の

持
株
比
率
の
高
さ
と
、
　
「
高
度
成
長
」
期
に
お
げ
る
比
率
の
増
大
が
、

受
取
配
当
益
金
不
算
入
の
措
置
を
一
つ
の
積
粁
と
し
て
、
独
占
資
本
集

団
の
集
中
を
一
層
促
進
し
た
の
で
あ
る
。

　
朝
鮮
特
需
期
お
よ
び
「
高
度
成
長
」
期
に
お
い
て
は
、
企
業
減
税
は
■

総
体
と
し
て
、
利
益
の
巨
大
固
定
資
本
へ
の
再
転
化
に
お
い
て
大
き
た

意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
　
「
低
成
長
」
期
に
い
た
り
、
そ
の

役
割
は
一
定
の
変
化
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
以
降
目
本
資
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％
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Ｃ
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０
０

１

関
託
杜
人
人
計

他
人
計

体

法

団

機
信
会
内
法

の

計

共

国

そ
国

公

融
資
券
他
国

の

人

■

府

金
投
証
そ
外
小

個
外
小

政

合

法
　
　
人

個
　
人

○

りよ
２
８皿行発年

７
２

１
９』占寡『著－義崎宮）注（

本
主
義
は
、
一
九
七
三
年
を
除
き
、
そ
れ
ま
で
の
「
高
度
成
長
」
期
に

比
べ
て
生
産
の
伸
び
に
お
い
て
著
し
く
低
下
し
、
一
九
七
四
年
に
は
マ

イ
ナ
ス
に
転
じ
、
こ
の
局
面
が
戦
後
目
本
資
本
主
義
の
構
造
的
矛
盾
の

顕
在
化
の
過
程
で
あ
る
と
広
く
認
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
利
益

金
に
お
い
て
も
、
表
皿
の
よ
う
に
、
一
九
七
〇
～
七
四
年
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
現
代
日
本
企
業
税
制
の
諾
要
因
（
藤
岡
）

対
前
五
年
比
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
時
期
を
全
体
と
し
て
大
き
く
下

回
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
一
九
七
三
年
の
高
利
潤
の
時
期
を
含
ん
で

お
り
、
ま
た
そ
れ
ま
で
の
時
期
に
比
べ
て
物
価
上
昇
が
著
し
い
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
、
対
前
五
年
比
に
お
い
て
一
層
の
実
質
的
低

下
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
戦
後
最
大
の
不
況
局
面
の
中
で
、
独
占
資
本
は
、
省
力

化
投
資
に
よ
る
「
合
理
化
」
、
所
得
政
策
の
一
環
と
し
て
、
杜
外
流
出

の
圧
縮
、
と
り
わ
げ
賃
金
抑
圧
に
よ
っ
て
高
利
潤
の
体
制
を
維
持
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
の
一
つ
の
手
段
が
利
益
の
過
小
算

定
機
構
の
活
用
で
あ
り
、
利
益
過
小
算
定
機
構
が
杜
外
流
出
の
圧
縮
、

賃
金
抑
圧
の
手
段
と
し
て
の
意
義
を
強
め
る
こ
と
に
。
た
る
の
で
あ
る
。

一
九
七
〇
～
七
四
年
に
お
け
る
製
造
業
の
経
常
利
益
金
は
四
一
、
一
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

九
億
円
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
利
益
過
小
部
分
を
加
え
る
と
六
三
、
〇
七

二
億
円
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
六
五
・
三
％
に
利
益
が
過
小
算
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
低
成
長
」
局
面
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
所
得
過
小
算
定
機
構
の
意

義
の
増
大
は
、
税
制
に
変
化
が
た
く
と
も
、
利
益
率
が
一
定
低
下
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
利
益
金
に
占
め
る
利
益
過
小
部
分
の
増
大
と
い
う
彩

で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
が
、
損
益
計
算
を
通
じ
る
減
税
の
額
そ
の
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
（
七
八
一
）
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増
大
す
れ
ぱ
、
そ
の
賃
金
抑
圧
の
手
段
と
し
て
の
意
義
は
ま
す
ま
す
大

き
く
な
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
　
「
低
成
長
」

局
面
で
は
、
税
率
に
よ
る
減
税
よ
り
も
、
損
益
計
算
を
通
じ
る
減
税
に

そ
の
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
一
九

七
〇
～
七
四
年
に
お
い
て
、
税
率
が
一
定
引
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

税
率
を
通
じ
る
減
税
割
合
が
減
少
傾
向
を
示
し
、
逆
に
諾
引
当
金
に
よ

る
利
益
増
の
割
合
が
増
大
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
の
要
因
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
固
定
資
本
投
資
は
利
益
増
加
率
の
低
下
ま
た
は
利
益
額

そ
の
も
の
の
低
下
に
遅
れ
て
減
少
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
固
定

資
本
へ
再
転
化
す
る
と
い
う
減
税
の
意
義
が
皆
無
に
た
っ
た
わ
げ
で
は

な
い
。
問
題
と
た
る
の
は
、
利
益
増
加
率
ま
た
は
利
益
額
そ
の
も
の
の

低
下
の
結
果
、
し
か
も
、
一
九
七
四
年
以
降
の
総
需
要
管
理
政
策
を
切

掛
と
し
た
減
量
経
営
の
一
環
と
し
て
、
損
益
計
算
を
通
じ
る
減
税
措
置

が
、
賃
金
抑
圧
と
し
て
の
意
義
を
著
し
く
強
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
代
目
本
企
業
税
制
は
、
目
本
資
本
主

義
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
、
そ
の
形
態
と
意
義
を
変
化
さ
せ
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
貫
か
れ
て
い
る
の
は
内
部
蓄
積
の
優
遇
で

あ
り
、
そ
の
彩
態
と
し
て
の
低
法
人
税
率
と
損
益
計
算
を
通
じ
る
減
税

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
基
本
的
性
格
と
彩
態
は
減
価
償
却
に
よ
る
措
置
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
（
七
八
二
）

除
げ
ば
、
す
で
に
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
端
緒
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

税
率
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
一
九
六
一
年
の
配
当
軽
課
措
置
の
導
入
に

際
し
て
、
法
人
擬
制
説
に
基
づ
い
て
二
重
課
税
の
調
整
を
株
主
段
階
か

ら
法
人
段
階
に
一
部
移
し
か
え
た
こ
と
、
未
来
費
用
の
引
当
て
に
つ
い

て
は
、
一
九
六
四
年
に
貸
倒
引
当
金
を
全
額
洗
替
え
制
度
に
し
、
評
価

性
引
当
金
に
な
っ
た
と
い
う
理
由
で
本
税
に
移
し
か
え
た
こ
と
が
、
シ

ャ
ウ
プ
勧
告
の
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
は
言

え
、
　
一
度
、
「
勧
告
」
の
論
理
に
立
ち
帰
り
、
そ
の
後
に
再
度
、
「
勧

告
」
が
い
か
に
現
代
日
本
企
業
税
制
を
規
定
し
て
い
る
か
に
っ
い
て
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
１
）
『
目
本
開
発
銀
行
一
〇
年
史
』
一
九
六
三
年
発
行
、
七
一
ぺ
ー
ジ
。

　
（
２
）
　
こ
こ
で
利
益
過
小
部
分
と
述
べ
た
の
は
、
耐
用
年
数
改
訂
に
よ
る
減

　
　
　
価
償
却
額
の
増
加
額
・
特
別
減
価
償
却
引
当
金
の
増
減
額
・
特
別
減
価

　
　
　
償
却
引
当
金
を
除
く
諸
引
当
金
の
増
減
額
・
及
び
資
本
準
備
金
の
増
減

　
　
　
額
の
合
計
で
あ
る
。

第
二
章

　
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
歴
史
的
意
義
と
現
代
目
本

企
業
税
制

第
一
節

　
体
系
性
・
公
平
・
合
理
性
の

お
け
る
崩
壌
と
資
本
蓄
積

「
勧
告
」

に



　
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
歴
史
的
意
義
づ
け
に
つ
い
て
の
支
配
的
た
見
解
は
、

朝
鮮
特
需
期
お
よ
び
「
高
度
成
長
」
期
の
租
税
構
造
を
シ
ャ
ウ
プ
勧
告

の
崩
壊
過
程
と
し
て
位
置
づ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
見
解
は
、

「
勧
告
」
そ
の
も
の
が
、
極
め
て
体
系
的
な
税
制
で
あ
り
、
合
理
的
、

公
平
な
税
制
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
勧
告
」
が
い
か
に
現
代
日
本
企
業
税
制
を
規
定
し
て
い
る
か
を
考
察

す
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
「
勧
告
」
の
論
理
構
造
と
そ
の
も
っ

合
理
性
、
公
平
に
つ
い
て
論
究
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

法
人
擬
制
説
と
内
部
留
保

　
法
人
擬
制
説
は
、
株
式
会
杜
の
初
期
の
発
展
彩
態
、
す
な
わ
ち
、
い

ま
だ
レ
ソ
ト
ナ
ー
化
し
な
い
比
較
的
小
数
の
出
資
者
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
企
業
体
と
し
て
の
株
式
会
杜
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
後
に

至
っ
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
資
本
的
株
主
と
大
衆
的
株
主
の
顕
著
な
分
裂

も
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
資
本
的
株
主
の
委
託
を
受
げ
た
機
能
資
本
家

た
る
経
営
管
理
層
の
存
在
も
な
い
。
こ
の
時
期
に
お
げ
る
株
式
会
杜
利

潤
は
、
そ
の
ま
ま
株
主
の
所
得
と
し
て
の
性
格
を
基
本
的
に
も
っ
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
、
株
式
会
杜
の
計
上
利
益
の
処
分
の
方
法
は
、
計
上
さ

れ
た
利
益
の
大
半
む
し
ろ
大
部
分
が
株
式
配
当
と
し
て
分
配
さ
れ
る
と

　
　
　
　
現
代
日
本
企
什
茱
税
制
の
諸
要
因
（
藤
岡
）

い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
株
式
資
金
が
追
加
資
本
の
主
な
源
泉
で
あ

る
が
ゆ
え
に
．
、
利
益
留
保
も
配
当
政
策
の
手
段
で
あ
っ
て
、
限
ら
れ
た

期
問
内
に
配
当
と
し
て
分
配
さ
れ
る
傾
向
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
規
模
・
生
産
活
動
に
お
い
て
支
配
的
た
現
代
の
株
式
会
杜
．

に
お
い
て
は
、
大
株
主
に
代
表
さ
れ
る
資
本
的
株
主
層
と
レ
ソ
ト
ナ
ー

化
し
っ
っ
あ
る
多
数
の
大
衆
株
主
層
の
分
裂
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
資
本
的
株
主
の
委
託
を
受
げ
た
機
能
資
本
家
た
る
経
営
支
配

層
が
、
一
般
株
主
に
対
し
て
独
自
の
位
置
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

こ
の
段
階
で
は
、
配
当
は
杜
外
流
出
の
ご
く
一
部
に
限
定
さ
れ
、
配
当

の
利
子
化
傾
向
が
顕
著
と
な
る
が
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
独
占
利
潤
を

反
映
し
て
、
杜
内
留
保
が
増
大
す
る
。
こ
の
杜
内
留
保
は
、
も
は
や
一

定
の
期
問
内
に
配
当
と
し
て
配
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
資
本
へ
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

転
化
さ
れ
る
自
已
蓄
積
部
分
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
杜
内

留
保
の
存
在
こ
そ
が
、
法
人
の
株
主
に
帰
属
で
き
な
い
独
自
の
活
動
を

最
も
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
内
部
留
保
を
い
か
に
捕
捉
す
る
か
と
い
う
こ
と

が
、
現
代
の
法
人
に
法
人
擬
制
説
を
適
用
す
る
場
合
、
最
も
重
要
な
課

題
の
一
っ
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
で
き
な
い
時
に
は
、
法
人
擬

制
説
そ
の
も
の
が
崩
壊
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
（
七
八
三
）



（
１
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
五
号
）

　
カ
藤
睦
夫
「
法
人
課
税
の
発
展
史
的
考
察
」
『
立
命
館
経
済
学
』
第

十
五
巻
第
五
・
六
合
併
号
、
参
照
。

二
　
「
勧
告
」

の
体
系
性
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ソ
課
税

　
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
、
法
人
擬
制
説
に
基
づ
い
て
、
法
人
税
と
個
人
所

得
税
の
関
係
が
一
応
の
首
尾
一
貫
し
た
体
系
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
中
核
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ソ
蔽
税
で
あ
り
、
そ
れ
が
内
部

留
保
を
捕
捉
で
き
る
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、
法
人
擬
制
説
が
徹
底
さ

れ
る
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
．
ゲ

イ
ソ
課
税
が
法
人
の
内
部
留
保
を
捕
捉
で
き
る
も
の
で
た
い
た
ら
ぽ
、

シ
ャ
ゥ
プ
勧
告
の
体
系
性
そ
の
も
の
が
崩
壌
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。　

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ソ
課
税
が
法
人
の
内
部
留
保
そ
の
も
の
を
捕
捉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）
　
　
　
　
（
２
）

す
る
も
の
で
な
い
こ
と
宰
す
で
に
林
栄
夫
氏
や
加
藤
睦
夫
氏
に
よ
っ

て
証
明
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
株
価
の
騰
落
の
原
因
は
、

配
当
率
の
変
化
や
利
子
率
の
変
化
た
ど
数
多
く
あ
り
、
内
部
留
保
の
増

減
に
よ
る
も
の
は
、
そ
の
原
因
の
ご
く
一
都
に
す
ぎ
な
い
。
第
二
に
、

内
部
留
保
の
増
大
が
期
待
利
益
の
増
大
の
た
め
に
株
価
に
反
映
す
る
と

し
て
も
、
内
部
留
保
の
増
大
は
株
価
上
昇
の
媒
介
に
な
る
だ
げ
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
（
七
八
四
）

キ
ャ
ピ
タ
ル
∴
ゲ
イ
ソ
は
内
部
留
保
そ
の
も
の
の
転
移
で
は
あ
り
え
た

い
の
で
あ
る
。
間
題
と
た
る
の
は
、
内
部
留
保
が
一
定
期
問
後
に
配
当

と
し
て
分
配
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
内
部
留
保
を

反
映
し
て
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
ィ
ソ
が
発
生
す
る
が
、
そ
れ
が
配
当
と
し

て
分
配
さ
れ
た
年
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
が
発
生
し
、
同
時
に
、
配
当

に
課
税
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
ィ
ソ
と
キ
ャ
ピ
タ

ル
・
ロ
ス
は
相
殺
さ
れ
る
か
ら
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ソ
課
税
は
配
当

課
税
の
前
取
り
課
税
で
あ
り
、
将
来
配
当
と
し
て
課
税
さ
れ
る
内
部
留

保
を
内
都
留
保
発
生
の
時
点
で
捕
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
但
し
、

こ
れ
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
ィ
ソ
発
生
の
年
に
譲
渡
さ
れ
る
と
し
た
場
合
で
あ
る
）
。

し
か
し
た
が
ら
、
内
部
留
保
が
一
定
期
間
後
に
配
当
と
Ｌ
て
分
配
さ
れ

る
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
が
現
代
の
株
式
会
杜
に
は
妥
当
し
た
い
。
内

部
留
保
は
、
資
本
へ
再
転
化
さ
れ
る
自
己
蓄
積
都
分
に
相
当
す
る
の
で

あ
る
。

　
「
勧
告
」
に
お
い
て
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ソ
課
税
が
法
人
の
内
部

留
保
を
捕
捉
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と

を
意
味
す
る
。
第
一
に
１
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
ィ
ソ
課
税
を
中
核
と
す
る

法
人
擬
制
説
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
体
系
そ
の
も

の
が
崩
壊
す
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
内
部
留
保
捕
捉
不
能
で
あ
る



こ
と
は
、
逆
に
言
え
ぱ
、
内
部
留
保
優
遇
の
税
制
を
承
認
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。
内
部
留
保
の
増
大
は
、
一
方
で
法
人
税
が
低
い

定
税
率
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
方
で
、
未
来
費
用
の
引
当
等
の
損

益
計
算
自
由
化
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
林
栄
夫
著
『
戦
後
日
本
の
租
税
構
造
』
一
九
五
八
年
発
行
、
参
照
。

　
　
（
２
）
　
加
藤
睦
夫
「
租
税
」
島
恭
彦
・
林
栄
夫
編
『
財
政
学
講
座
』
第
三
巻
、

　
　
　
参
照
。

三
　
「
勧
告
」

の
公
平

　
企
業
課
税
の
公
平
に
関
し
て
、
　
「
勧
告
」
が
最
も
重
要
視
し
て
い
る

の
は
、
法
人
企
業
の
個
人
株
主
と
個
人
企
業
家
と
の
バ
ラ
ソ
ス
で
あ
る
。

ま
ず
、
法
人
の
利
益
全
部
が
配
当
さ
れ
る
時
に
は
、
法
人
税
率
三
五
％

と
個
人
の
受
取
配
当
控
除
二
五
％
と
の
組
合
せ
は
、
五
三
％
の
限
界
税

率
の
適
用
を
受
げ
る
個
人
株
主
と
課
税
前
の
法
人
利
益
の
持
分
に
等
し

い
利
益
を
有
す
る
個
人
企
業
主
と
の
租
税
負
担
率
が
ほ
ぽ
等
し
く
な
る

よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
内
部
留
保
を
有
す

る
法
人
に
有
利
と
な
る
か
ら
、
法
人
の
内
部
留
保
に
対
し
て
利
子
附
加

税
が
も
う
げ
ら
れ
て
い
る
。
利
子
附
加
税
に
っ
い
て
「
勧
告
」
で
は
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
例
を
挙
げ
る
と
一
定
の
法
人
の
株
主
が
、
税
率
五
五
％
の
階
級
区
分
で
課

　
　
　
　
現
代
日
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
（
藤
岡
）

税
さ
れ
る
所
得
を
有
す
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
原
則
と
Ｌ
て
各
株
主
は
、
そ
の
法

人
の
利
益
に
対
し
て
そ
の
五
五
％
の
税
を
現
在
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。
利
益
が

す
べ
て
配
当
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
実
際
そ
の
利
益
は
五
四
・
五
％
の
税
を
負
担
す

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
五
四
・
五
％
と
い
う
の
は
、
法
人
利
益
各
一
〇
〇
円
に
対

す
る
三
五
円
の
法
人
税
に
、
配
当
と
し
て
分
配
さ
れ
た
六
五
円
の
五
五
％
の
個

人
所
得
税
即
ち
三
五
円
七
五
銭
を
加
え
、
こ
れ
か
ら
二
五
％
の
控
除
即
ち
一
六

円
二
五
銭
を
差
引
い
た
も
の
、
即
ち
一
〇
〇
円
当
り
五
四
円
五
〇
銭
の
全
税
額

か
ら
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
法
人
が
、
配
当
の
支
払
を
延
期
す
る
た
ら
注
、

当
初
支
払
う
額
は
、
僅
か
に
三
五
円
で
あ
る
。
利
益
が
後
年
に
た
っ
て
配
当
と

し
て
分
配
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
九
円
五
〇
銭
の
税
金
を
追
加
し
て
、
支
払
わ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
は
間
違
い
が
な
い
。
し
か
し
提
案
し
て
い
る

利
子
附
加
税
が
課
税
さ
れ
た
い
場
合
に
は
、
こ
の
問
、
納
税
者
と
法
人
と
が
、

こ
の
一
九
円
五
〇
銭
を
実
際
無
利
子
で
使
用
し
た
こ
と
に
た
る
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
六
五
円
の
留
保
利
益
に
対
す
る
毎
年
一
％
即
ち
毎
年
六
五
銭
に
な
る

利
子
附
加
税
の
負
担
は
、
こ
の
一
九
円
五
〇
銭
の
使
用
に
対
す
る
一
年
三
・
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

％
を
ほ
ん
の
僅
か
上
廻
る
控
目
の
利
子
負
担
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
利
子
附
加
税
は
、
内
部
留
保
に
対
し
て
一
定
期
問
免

除
さ
れ
る
税
額
の
利
子
相
当
分
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
勧
告
」
で
は
一
定
期
問
後
に
、
内
部
留
保
は
配
当
と
し
て
分
配
さ
れ

る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
株
式
会
杜
に
あ
っ

て
は
、
こ
の
内
部
留
保
は
自
己
蓄
積
部
分
で
あ
り
、
決
し
て
一
定
期
問

後
に
分
配
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
内
部
留
保
が
一
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
（
七
八
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
五
号
）

期
問
後
に
も
分
配
さ
れ
な
い
と
す
る
と
、
　
「
勧
告
」
の
例
は
次
の
よ
う

に
変
更
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
五
％
の
階
級
区
分
で
課
税
さ
れ
る
所

得
を
有
す
る
法
人
の
株
主
は
、
利
益
が
全
部
配
当
と
し
て
分
配
さ
れ
る

と
す
る
と
、
一
〇
〇
円
の
利
益
に
対
し
て
総
計
五
四
・
五
円
の
税
額
を

負
担
す
る
こ
と
に
た
る
。
し
か
し
、
そ
の
利
益
が
全
部
留
保
さ
れ
る
と

す
る
と
、
三
五
円
の
法
人
税
に
、
利
子
附
加
税
が
六
五
円
の
一
劣
、
す

た
わ
ち
六
五
銭
、
あ
わ
せ
て
三
五
円
六
五
銭
が
負
担
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
利
益
が
配
当
と
し
て
分
配
さ
れ
る
場
合
と
内
部
留

保
さ
れ
る
場
合
に
は
、
一
〇
〇
円
の
利
益
に
対
し
て
一
八
・
三
五
円
も

の
差
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
五
五
％
の
階
級

区
分
で
課
税
さ
れ
る
個
人
企
業
家
は
、
一
〇
〇
円
の
利
益
に
対
し
て
五

五
円
の
税
額
を
負
担
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
一
〇
〇
円
の
利
益
に

対
し
て
、
個
人
企
業
家
と
利
益
留
保
す
る
法
人
で
は
、
大
き
た
課
税
に

お
げ
る
不
公
平
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
留
保
利
益
は
、

「
勧
告
」
で
は
、
結
局
、
そ
れ
が
株
価
に
反
映
し
、
譲
渡
さ
れ
る
時
に
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ソ
課
税
に
よ
っ
て
捕
提
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

公
平
が
保
証
さ
れ
る
し
く
み
に
次
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
ィ
ソ
課
税
に
よ

る
内
部
留
保
捕
捉
の
論
理
は
虚
構
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ャ
ウ
プ
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
（
七
八
六
）

節
団
の
主
観
的
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
客
観
的
に
は
、
法
人
株
主
と

個
人
企
業
家
と
の
公
平
は
「
勧
告
」
そ
の
も
の
の
中
で
崩
壌
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
公
平
の
崩
壊
は
、
個
人
企
業
に
比
べ
て
の
法
人
企
業
の
優

遇
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
法
人
税
が
配
当
に
対
す

る
源
泉
課
税
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
凱
づ
げ
ら
れ
た
低
法
人
税
率
が
、

内
部
留
保
捕
捉
不
能
に
よ
っ
て
、
一
層
法
人
税
減
免
の
意
義
を
増
大
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
（
３
）

せ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ｏ

　
　
（
１
）
　
、
宛
召
◎
ユ
８
－
省
彗
易
¢
弓
翼
｝
一
一
８
耳
艘
ｏ
ｏ
ｏ
ぎ
毛
冒
穿
｛
８
，
一

　
　
　
く
◎
－
－
ｂ
．
Ｈ
８
．

　
　
（
２
）
　
「
勧
告
」
は
、
個
人
所
得
税
の
と
こ
ろ
で
、
勤
労
所
得
者
・
農
業
所

　
　
　
得
者
・
個
人
企
業
家
と
の
公
平
を
計
っ
て
い
る
（
そ
れ
に
よ
っ
て
大
衆

　
　
　
課
税
が
軽
減
さ
れ
た
わ
げ
で
は
た
い
）
の
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
、

　
　
　
脱
税
と
独
断
的
な
更
正
決
定
が
頻
発
す
る
危
機
を
回
避
し
、
税
務
行
政

　
　
　
の
執
行
を
よ
り
効
果
的
に
行
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と

　
　
　
は
法
人
企
業
の
個
人
株
主
と
個
人
企
業
家
と
の
公
平
の
目
的
に
つ
い
て

　
　
　
も
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
　
「
い
か
た
る
租
税
制
度
も
そ
れ
が
公
平
た

　
　
　
も
の
で
な
け
れ
ば
成
果
を
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
（
。
寄
君
ユ
，
一

　
　
　
ｐ
宗
）
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と

　
　
　
言
え
よ
う
。

　
（
３
）
本
稿
で
は
、
「
勧
告
」
に
お
げ
る
公
平
の
崩
壊
の
根
拠
を
内
部
留
保

　
　
　
優
遇
に
求
め
た
が
、
一
定
率
の
配
当
控
除
率
も
、
二
重
課
税
の
調
整
効

　
　
　
果
が
低
所
得
層
に
は
薄
く
高
所
得
層
に
は
厚
い
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す



る
（
西
野
萬
里
「
租
税
政
策
に
お
け
る
公
平
性
－
個
人
所
得
税
の
、

法
人
税
と
の
接
点
に
お
け
る
問
題
点
１
■
；
明
大
商
学
論
叢
』
第
五

七
巻
第
五
号
、
一
九
七
五
年
二
月
、
参
照
）
。

　
四
　
「
勧
告
」
の
合
理
性

　
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
合
理
的
税
制
の
確
立
を
目
ざ
し
た
と
す
る
見
解
で

は
、
合
理
性
と
は
、
課
税
所
得
の
正
確
な
算
定
、
す
た
わ
ち
、
課
税
所

得
の
過
大
算
定
と
過
小
算
定
を
同
時
に
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
と
理
解

　
　
　
　
（
１
）

さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
戦
後
復
興
期
に
－
お
げ
る
企
業
経
理
は
極
め
て

混
乱
し
て
お
り
、
例
え
ぱ
、
棚
卸
資
産
の
経
理
に
お
い
て
、
加
重
平
均

法
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
統
一
が
多
か
っ
た

り
、
急
速
な
物
価
上
昇
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
期
末
の
棚
卸
資
産
を
評

価
減
し
、
評
価
損
を
計
上
す
る
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
た
り
し
た
。
そ

れ
に
対
し
て
使
節
団
は
、
「
近
代
会
計
理
論
」
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て

い
る
方
法
の
中
で
の
選
択
を
認
め
、
選
択
後
に
は
大
蔵
省
の
認
可
が
な

い
限
り
一
つ
の
方
法
に
一
貫
し
て
従
っ
て
い
く
こ
と
を
強
制
し
、
評
価

減
の
よ
う
な
不
合
理
な
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
勧
告
」
に
お
げ
る
課
税
所
得
算
定
機
構
が
「
合
理
的
」

で
あ
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
与
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
、
棚

　
　
　
　
現
代
目
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
（
藤
岡
）

卸
資
産
・
減
価
償
却
・
修
繕
費
等
の
経
理
方
法
に
一
定
の
幅
が
認
め
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ソ
が
全
額
課
税
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
な
に
ー
よ
り
も
前
提
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
譲
渡
所
得
が
全
額
課
税
さ
れ
、
減
価
償
却
、
修
繕
お
よ
び
棚
卸
資

産
の
記
帳
が
た
さ
れ
て
い
る
全
部
の
資
産
の
基
礎
に
対
し
て
適
当
た
調

整
が
た
さ
れ
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
経
理
方
法
の
変
更
は
、
所
得
が
申
告

さ
れ
る
時
期
の
変
更
を
含
む
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
総
額

に
ー
お
げ
る
変
更
で
は
な
い
。
従
っ
て
一
定
の
幅
が
、
こ
れ
ら
の
項
目
の
ー
ポ

経
理
方
法
に
お
い
て
は
、
認
め
ら
れ
て
も
よ
い
。
も
し
も
譲
渡
所
得
が
、

全
額
課
税
さ
れ
な
い
た
ら
ぽ
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
対
す
る
制
限
は
、
遥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

か
に
厳
重
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
す
な
わ
ち
、
　
「
近
代
会
計
理
論
」
で
認
め
ら
れ
て
い
る
経
理
方
法
の

選
択
は
、
必
然
的
に
、
所
得
算
定
に
お
げ
る
一
定
の
幅
、
特
に
過
小
算

定
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ソ
が
全

額
課
税
さ
れ
て
い
る
限
り
、
過
小
算
定
に
よ
る
内
部
留
保
の
増
大
は
捕

提
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ

ィ
ソ
課
税
に
よ
っ
て
内
部
留
保
が
捕
捉
さ
れ
る
と
い
う
論
理
は
虚
構
で

あ
る
か
ら
、
客
観
的
に
は
、
「
勧
告
」
は
、
「
近
代
会
計
理
論
」
に
お
い

て
認
め
ら
れ
て
い
る
限
り
で
の
一
定
の
所
得
過
小
算
定
を
承
認
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
（
七
八
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
五
号
）

と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
勧
告
」
の
も
つ
所
得
算
定
に
お

げ
る
合
理
性
は
分
断
さ
れ
、
崩
壊
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
「
経
理
方
法
の
合
理
的
運
用
に
よ
る
課
税
所
得
の
正
確
た
算
定
と
い

　
　
　
う
目
的
、
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
資
本
の
減
耗
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
の

　
　
　
あ
る
課
税
所
得
の
過
大
算
定
機
構
、
お
よ
ぴ
企
業
に
特
権
的
た
優
遇
措

　
　
　
置
を
付
与
し
が
ち
た
課
税
所
得
の
過
小
算
定
機
構
を
、
同
時
に
排
除
す

　
　
　
る
と
い
う
目
的
は
、
減
価
償
却
の
ほ
か
、
資
産
再
評
価
、
棚
鈍
資
産
評

　
　
　
価
、
課
税
所
得
の
期
問
平
均
計
算
（
欠
損
の
繰
越
し
お
よ
び
繰
戻
し
）

　
　
　
次
ど
を
取
扱
っ
た
『
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
』
第
二
編
第
七
章
で
最
も
強
調
さ

　
　
　
れ
て
い
る
。
」
（
宮
島
洋
「
シ
ャ
ウ
プ
改
革
の
評
価
　
　
企
業
税
制
に
つ

　
　
　
い
て
ー
」
林
健
久
・
貝
塚
啓
明
編
『
目
本
の
財
政
』
一
九
七
三
年
発

　
　
　
行
、
二
三
八
ぺ
ー
ジ
）

　
　
（
２
）
、
寄
君
ユ
、
一
く
ｏ
＝
－
り
．
崖
ｏ
－
Ｈ
芦

五
　
「
勧
告
」

の
基
本
的
性
格

　
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告

は
、
法
人
の
内
部
留
保
の
優
遇
を
承
認
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
体

系
性
・
公
平
・
合
理
性
に
お
い
て
、
極
め
て
不
徹
底
で
あ
り
、
「
勧
告
」

内
部
に
す
で
に
体
系
性
・
公
平
・
合
理
性
が
崩
壊
す
る
契
機
を
も
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
　
「
勧
告
」
に
お
げ
る
法
人
擬
制
説
の
論
理
的
帰
結
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
（
七
八
八
）

の
法
人
の
受
取
配
当
益
金
不
算
入
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

こ
の
措
置
は
、
法
人
の
受
取
配
当
が
そ
の
配
当
を
受
げ
た
法
人
の
課
税

所
得
に
含
ま
れ
る
な
ら
ぱ
、
　
「
一
法
人
が
他
の
法
人
の
株
式
を
所
有
す

る
場
合
に
は
、
一
つ
以
上
の
仲
介
的
法
人
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
利
益

の
配
当
が
最
終
の
個
人
た
る
株
主
に
直
接
行
わ
れ
る
場
合
よ
り
も
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

重
い
税
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
」
に
な
る
と
い
う
理
由
で
設
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
い
わ
ぱ
、
法
人
税
を
個
人
所
得
課
税
の
源
泉
課
税
と
み
た

し
、
二
重
課
税
を
廃
除
す
る
体
系
の
論
理
的
帰
結
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
が
、
こ
の
場
合
も
、
や
ぱ
り
法
人
利
益
が
全
額
配
当
さ
れ
る
こ
と
を

前
提
に
し
て
い
る
。
な
畦
な
ち
、
法
人
の
受
取
配
当
が
全
額
法
人
ま
た

は
個
人
に
分
配
さ
れ
る
場
合
、
法
人
の
利
益
が
い
く
つ
か
の
仲
介
的
法

人
を
経
由
す
る
と
し
て
も
、
終
局
的
に
は
全
額
個
人
の
分
配
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
法
人
の
受
取
配
当
を
益
金

不
算
入
に
す
れ
ぱ
、
利
益
を
あ
げ
た
最
初
の
法
人
に
対
す
る
法
人
税
と
、

最
後
に
分
配
さ
れ
た
個
人
に
対
す
る
個
人
所
得
税
（
配
当
控
除
を
含
む
）

が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
た
り
、
二
重
課
税
は
廃
除
さ
れ
る
こ
と
に
た
る

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
た
が
ら
、
現
代
の
株
式
会
杜
秒
態
に
お
い
て
は
、
一
定
の
利

益
金
（
受
取
配
当
を
含
む
）
が
自
己
蓄
積
部
分
と
し
て
内
部
留
保
さ
れ
る



の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
法
人
受
取
配
当
は
必

ず
し
も
配
当
と
し
て
他
の
法
人
や
個
人
に
分
配
さ
れ
ず
、
一
定
額
は
必

ず
内
部
留
保
さ
れ
る
こ
と
に
、
な
る
。
こ
の
場
合
、
受
取
配
当
を
損
益
に

算
入
す
る
と
、
そ
の
内
部
留
保
部
分
に
。
は
課
税
さ
れ
な
い
か
ら
、
他
の

法
人
や
個
人
に
分
配
さ
れ
て
最
終
的
に
個
人
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
る
場

合
。
よ
り
も
、
軽
い
負
担
で
済
む
と
い
う
結
論
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
法
人
問
配
当
の
益
金
不
算
入
の
措
置
は
、
低
税
率
と
近
代

会
計
理
論
の
導
入
と
同
様
に
、
内
部
留
保
優
遇
の
措
置
の
一
つ
で
あ
る

と
言
え
る
。

　
本
節
に
お
い
て
、
　
「
勧
告
」
の
体
系
性
・
公
平
・
合
理
性
に
つ
い
て

検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
は
、
「
勧
告
」
内
都
に
体
系

性
・
公
平
・
合
理
性
を
崩
壌
さ
せ
る
契
機
が
す
で
に
存
在
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、
シ
ャ
ゥ
プ
勧
告
の
基
本

的
性
格
は
、
内
部
留
保
優
遇
を
認
め
た
法
人
擬
制
説
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
　
（
１
）
実
寄
り
邑
、
一
く
・
＝
二
・
§
・

第
二
節

現
代
目
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
と
シ
ャ
ウ

プ
勧
告
の
意
義

現
代
日
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
（
藤
岡
）

　
一
　
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
基
本
的
性
格
と
歴
史
的
意
義

　
現
代
目
本
企
業
税
制
の
変
化
を
基
本
的
に
規
定
し
た
も
の
ぱ
、
第
一

（
１
）

に
、
法
人
の
内
部
留
保
優
遇
を
認
め
た
法
人
擬
制
説
と
し
て
の
シ
ャ
ウ

プ
勧
告
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
法
人
擬
制

説
が
そ
の
後
の
企
業
税
制
に
。
基
本
的
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
具
体
的
た
形
態
は
、
主
と
し
て
、
低
法
人
税
率
と
「
近
代
会
計
理

論
」
に
よ
る
損
金
概
念
の
拡
大
、
お
よ
び
法
人
の
受
取
配
当
益
金
不
算

入
の
措
置
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
そ
れ
ま
で
の
企
業
税
制
は
、
一
九
四
〇
年
の
法
人
税
独
立
以
来
、
資

本
金
額
に
対
し
て
課
税
す
る
な
ど
、
基
本
的
に
１
法
人
実
在
説
に
立
っ
て

い
た
。
資
本
そ
の
も
の
に
対
す
る
課
税
は
一
九
四
八
年
に
廃
止
さ
れ
た

が
、
資
本
金
を
基
準
と
し
て
そ
れ
を
超
過
す
る
所
得
に
対
し
て
課
税
す

る
超
過
所
得
税
は
存
続
さ
れ
た
。
ま
た
、
所
得
算
定
に
つ
い
て
は
、
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

規
で
極
め
て
厳
格
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
未
来
費
用
の
引
当
て
は
認
め

ら
れ
ず
、
貸
倒
引
当
金
も
、
理
実
の
貸
倒
が
生
じ
た
時
に
は
じ
め
て
損

金
に
算
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
企
業
税
制
に
根
本
的
た
変
革
を
も
た
ら
す

契
機
と
な
っ
た
の
が
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
内
部
留
保

優
遇
を
認
め
た
法
人
擬
制
説
が
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
人
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
（
七
八
九
）
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は
配
当
に
対
す
る
大
ざ
っ
ぱ
た
源
泉
課
税
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
税
率
の

決
定
は
技
術
的
問
題
と
な
り
、
一
定
の
幅
の
中
で
上
下
ぎ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、
法
人
税
率
が
大
き
く
引
下
げ
ら
れ
る
時
に
は
、
そ

れ
に
応
じ
て
配
当
控
除
率
を
一
定
引
下
げ
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
の
支
払
配
当
軽
課
措
置
の
導
入
に
と
も
な

う
、
配
当
控
除
率
の
引
下
げ
と
法
人
受
取
配
当
益
金
不
算
入
率
の
引
下

げ
は
、
法
人
擬
制
説
に
基
づ
く
二
重
課
税
の
調
整
を
株
主
段
階
か
ら
法

人
段
階
に
一
都
移
し
替
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
内
部
留
保

優
遇
の
措
置
は
「
近
代
会
計
理
論
」
の
範
囲
内
で
の
損
益
計
算
の
自
由

化
で
あ
り
、
ま
だ
端
緒
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
貸
倒
準
備
金
た
ど
の

未
来
費
用
引
当
て
の
措
置
が
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
措
置
は
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
規
定
さ
れ
て
、
「
近
代
会
計
理
論
」

の
全
面
的
な
導
入
と
い
う
形
で
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
法

人
受
取
配
当
益
金
不
算
入
の
措
置
は
、
法
人
擬
制
説
に
基
づ
い
て
導
入

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
措
置
に
よ
る

内
部
留
保
優
遇
が
、
　
〕
局
度
成
長
」
期
に
お
げ
る
独
占
資
本
集
団
の
集

中
を
一
層
促
進
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
こ
こ
で
の
現
代
目
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
に
つ
い
て
の
叙
述
の
順
序

　
　
　
は
、
序
章
で
の
そ
の
順
序
と
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
第
二
章

　
　
　
第
一
節
が
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
基
本
的
性
格
と
彩
態
の
論
述
に
重
点
が
置

（
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
（
七
九
〇
）

か
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
松
隈
秀
雄
監
修
、
日
本
租
税
研
究
協
会
著
『
戦
後
目
本
の
税
制
』
七

七
べ
－
ジ
参
照
。

二
　
税
制
彫
態
と
目
本
資
本
主
義

　
現
代
目
本
企
業
税
制
は
、
内
部
留
保
優
遇
を
認
め
た
法
人
擬
制
説
ど

し
て
・
の
性
格
を
基
本
的
に
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
具

体
的
な
税
制
形
態
が
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
以
降
変
化
の
な
い
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
。
基
本
的
性
格
は
貫
ぬ
か
れ
て
い
て
も
、
そ
の
と
る

彩
態
は
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
規
定
さ
れ
て
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
お
げ
る
企
業
税
制
と
今
日
の
企
業
税
制
は
、

そ
の
彩
態
に
お
い
て
異
る
部
分
を
数
多
く
有
す
る
と
言
っ
て
差
し
つ
か

え
な
い
。
だ
が
、
そ
の
移
態
に
お
い
て
も
、
税
率
に
よ
る
減
税
、
「
近

代
会
計
理
論
」
に
よ
る
損
金
概
念
の
拡
大
、
法
人
問
配
当
益
金
不
参
入

に
つ
い
て
は
、
資
本
蓄
積
の
発
展
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義
と
内
容
を
一

定
変
化
さ
せ
た
が
ら
も
、
基
本
的
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
朝
鮮
特
需
期
・
「
高
度
成
長
」
期
・
「
低
成
長
」
期
に
お
け

る
企
業
減
税
の
特
徴
と
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
日
本
資
本
主
義
の
諸
特

徴
に
っ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が

発
表
さ
れ
た
当
時
の
資
本
蓄
積
の
特
徴
に
焦
点
を
あ
て
つ
っ
、
シ
ャ
ゥ



プ
勧
告
の
税
制
彩
態
が
、
い
か
に
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
を
考
察

　
　
　
　
　
（
１
）

し
て
お
き
た
い
。

　
資
本
蓄
積
の
発
展
段
階
を
、
戦
後
復
興
期
の
中
で
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が

発
表
さ
れ
る
前
年
ま
で
１
（
一
九
四
五
～
四
八
）
と
、
「
勧
告
」
が
発
表
さ
れ

た
年
（
一
九
四
九
）
、
及
び
朝
鮮
特
需
期
以
降
（
一
九
五
〇
～
）
に
分
げ
、

そ
れ
ぞ
れ
、
利
益
率
と
固
定
資
本
投
資
を
中
心
に
そ
の
実
態
を
考
察
す

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
第
一
の
段
階
で
は
、
利
益
率
は
極
度
に

低
く
、
多
く
の
産
業
で
赤
字
を
か
か
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
拡
大
再

生
産
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
復
金
等
か
ら
の
赤
字
融
資
が
巨
額
に
の

ぼ
っ
た
。
ま
た
、
固
定
資
本
投
資
は
、
全
体
の
中
で
比
重
が
小
さ
く
、

固
定
資
本
投
資
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
繊
維
工
業
等
の
一
部
を
除
け

ぱ
、
そ
の
多
く
が
修
繕
支
出
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
段
階

で
は
未
来
費
用
引
当
て
を
通
じ
る
減
税
そ
の
も
の
の
意
味
が
極
め
て
小

さ
く
、
利
潤
の
資
本
へ
の
再
転
化
に
お
け
る
減
税
の
役
割
も
小
さ
か
っ

た
と
言
え
る
。

　
「
勧
告
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
四
九
年
に
は
、
全
体
と
し
て
は
、
資

本
蓄
積
は
戦
後
復
興
期
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中

で
も
利
益
率
は
一
定
の
上
昇
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
利
益
率
の
一
定
の

上
昇
は
、
資
産
再
評
価
を
可
能
と
し
、
ま
た
一
定
の
範
囲
内
で
の
損
益

　
　
　
　
現
代
日
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
（
藤
岡
）

計
算
を
通
じ
る
減
税
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
　
「
勧
告
」
で
は
、

「
近
代
会
計
理
論
」
に
よ
る
損
金
概
念
拡
大
の
措
置
と
し
て
、
主
と
し

て
、
棚
卸
資
産
の
経
理
の
自
由
化
、
修
繕
費
の
経
理
区
分
、
貸
倒
準
備

金
の
創
設
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
棚
卸
資
産
に
対
す
る
投
資

の
比
重
が
高
く
、
設
備
投
資
も
、
一
部
の
産
業
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど

修
繕
支
出
に
向
げ
ら
れ
て
い
る
状
態
の
中
で
は
、
棚
卸
資
産
の
経
理
の

自
由
化
、
修
繕
費
の
経
理
区
分
を
通
じ
る
損
金
概
念
の
拡
大
、
ま
た
、

問
接
金
顧
方
式
が
定
着
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
で
の
貸
倒
準
備
金
の
創

設
は
、
極
め
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
た
が

ら
、
そ
の
後
の
朝
鮮
特
需
期
か
ら
み
る
た
ら
ぱ
、
い
ま
だ
利
益
率
も
極

め
て
低
く
、
「
合
理
化
」
投
資
も
行
わ
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
り
、
損

益
計
算
を
通
じ
る
減
税
は
極
め
て
制
限
さ
れ
て
い
た
生
言
え
る
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
の
よ
う
な
段
階
で
は
、
損
金
概
念
の
大
幅
な
拡
大
を
認
め
た

と
し
て
も
、
利
益
率
が
極
め
て
低
下
す
る
か
、
ま
た
は
赤
字
を
増
大
さ

せ
る
の
で
あ
り
、
帳
簿
上
赤
字
が
増
大
す
れ
は
、
株
価
の
低
落
な
ど
、

資
本
蓄
積
の
他
の
部
面
で
制
約
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
、
「
勧
告
」
に
お
い
て
、
「
近
代
会
計
理
論
」
が
は
じ
め
て

導
入
さ
れ
る
と
い
う
大
き
た
意
義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
近
代
会
計
理

論
」
の
具
体
的
内
容
の
提
案
に
，
お
い
て
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
（
七
九
一
）
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の
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。

　
朝
鮮
特
需
期
を
む
か
え
、
利
益
率
が
急
上
昇
す
る
中
で
、
　
「
近
代
会

計
理
論
」
を
通
じ
る
全
面
的
た
減
税
の
条
件
が
で
き
、
そ
れ
を
通
じ
て

「
合
理
化
」
投
資
な
ど
の
巨
大
固
定
資
本
投
資
が
可
能
と
た
っ
た
の
で

あ
る
。
朝
鮮
特
需
期
以
降
の
企
業
税
制
の
変
化
と
そ
れ
を
条
件
づ
げ
た

目
本
資
本
主
義
の
発
展
に
っ
い
て
は
、
す
で
に
第
一
章
で
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。

　
（
１
）
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
戦
後
目
本
の
資
本
蓄
積
」

　
　
　
　
『
立
命
館
経
済
学
』
第
二
五
巻
第
二
・
三
号
、
一
九
七
六
年
八
月
、
を

　
　
　
参
照
さ
れ
た
い
。

第
三
節
　
む

す
　
　
び

　
本
稿
で
課
題
と
し
た
こ
と
は
、
現
代
日
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
の
解

明
で
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
の
諾
要
因
を
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
シ

ャ
ウ
ブ
勧
告
の
二
っ
に
分
げ
て
考
察
し
た
。
日
本
資
本
主
義
の
発
展
は
、

内
部
留
保
優
遇
を
認
め
た
法
人
擬
制
説
と
い
う
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
っ

て
確
立
し
た
戦
後
日
本
企
業
税
制
の
基
本
的
性
格
が
と
る
具
体
的
形
態

の
変
化
を
観
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
の
係
り
で
日
本
税
制
を
研
究
す
る
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
（
七
九
二
）

法
は
、
と
も
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
税
制
研
究
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
が

ち
た
方
法
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
戦
後
復
興
期
か
ら
、

朝
鮮
特
需
期
を
経
て
「
高
度
成
長
」
期
へ
至
り
、
玩
代
の
「
低
成
長
」

の
局
面
ま
で
の
税
制
形
態
が
、
た
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
変
化
し
て
き

た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
り
わ
げ
重
視
し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
の
は
、
基
幹
産
業
の
発
展
と
の
係
り
で
あ
る
。
シ
ャ
ウ
プ
勧

告
は
、
当
時
の
資
本
蓄
積
の
水
準
に
照
応
し
た
、
い
く
つ
か
の
資
本
蓄

積
税
制
を
提
案
し
、
　
「
近
代
会
計
理
論
」
に
よ
る
減
税
方
法
を
は
じ
め

て
目
本
に
導
入
し
た
。
し
か
し
た
が
ら
、
そ
の
内
容
は
、
利
益
率
が
低

く
、
固
定
資
本
投
資
も
低
位
な
水
準
に
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
限
ら
れ
た

範
囲
内
に
隈
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
朝
鮮
特
需
期
に
い
た
り
、

利
益
率
が
急
上
昇
し
、
ま
た
「
合
理
化
」
投
資
も
活
発
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
た
り
、
そ
れ
に
照
応
し
て
減
税
方
法
も
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
時
期
の
資
本
蓄
積
の
中
心
が
繊
維
工
業
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
基

幹
産
業
に
相
対
的
に
多
額
の
減
税
を
行
う
た
め
に
、
損
益
計
算
を
通
じ

る
減
税
が
主
た
る
減
税
方
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
高
度
成
長
」
過

程
は
、
す
ぐ
れ
て
重
化
学
工
業
資
本
の
強
蓄
積
の
過
程
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
た
め
、
税
率
を
通
じ
る
減
税
方
法
に
よ
っ
て
、
高
利
潤
の
体
制
を

構
築
し
た
重
化
学
工
業
資
本
に
対
し
て
相
対
的
に
多
額
の
減
税
を
行
う



こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
、
重
化
学
工
業
資
本
の
巨
大
装
置
体
系

の
存
在
は
、
減
価
償
却
、
特
に
耐
用
年
数
改
訂
に
よ
る
減
税
措
置
の
意

義
を
増
大
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
基
幹
産
業
の
発
展
は
、
杜
会
的
総
再

生
産
過
程
に
お
げ
る
産
業
構
造
の
高
度
化
を
意
味
し
、
こ
の
こ
と
は
資

本
撹
模
の
巨
大
化
と
、
独
占
資
本
集
団
の
集
中
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
が
、
法
人
問
配
当
益
金
不
算
入
の
措
置
は
、
独
占
資
本
集

団
集
中
の
一
っ
の
積
粁
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
　
「
高
度
成
長
」
か
ら

「
低
成
長
」
へ
の
転
換
は
、
利
潤
の
固
定
資
本
へ
の
再
転
化
に
主
要
な

意
義
を
有
し
て
い
た
減
税
に
よ
る
内
部
留
保
増
大
の
措
置
に
、
一
定
の

変
化
を
も
た
ら
し
た
。
　
「
低
成
長
」
期
に
は
、
所
得
過
小
算
定
の
機
構

が
、
賃
金
抑
圧
、
杜
外
流
出
抑
制
の
機
能
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
く
も

つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
「
低
成
長
」
期
に
、
税
率

よ
り
も
損
益
計
算
に
よ
る
減
税
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。

　
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
企
業
税
制
の
変
化
は
、

内
部
留
保
優
遇
を
認
め
た
法
人
擬
制
説
と
い
う
そ
の
基
本
的
性
格
が
と

る
形
態
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
性
格
と
と
も
に
、
そ
の
形
態
に
っ
い

て
も
、
税
率
に
よ
る
減
税
、
　
「
近
代
会
計
理
論
」
に
よ
る
減
税
、
法
人

受
取
配
当
益
金
不
算
入
の
措
置
に
っ
い
て
は
、
す
で
に
端
緒
と
し
て
シ

ャ
ウ
プ
勧
告
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
現
代
日
本
企
業
税
制
の
諸
要
因
（
藤
岡
）

八
一
（
七
九
三
）




